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令和４年度第１９回国立市人権・平和のまちづくり審議会 

 

１．日 時  令和５年（２０２３年）１月１９日（木）午後４時３０分～６時３０分 

２．場 所  国立市役所 第１・２会議室 

３．出席者  委員９名 

   委員  炭谷会長、古川副会長、大島委員、押田委員、神田委員、韓委員、藤沢委員、 

三井委員、渡邉委員 

事務局  ４名（松葉人権・平和担当部長、吉田市長室長、鈴木係長、桑代主事） 

 

【炭谷会長】 第１９回の審議会を開催します。呂委員がご欠席、古川委員が遅れてのご

参加です。次第のとおり、まず、人権施策の推進体制について事務局からの説明の後、皆

様方と意見交換をしたいと思います。その後、これまで議論を行ってきた基本方針に盛り

込むべき内容についての意見について確認をしたいと思っております。３番目は、今後の

スケジュールについての確認であります。 

 それでは、まず事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 今回からご意見を頂くテーマとなりますが、推進体制について、まず現在の

市の体制がどうなっているのかということを少しご説明させていただきます。 

 既にご認識いただいているところですが、市の人権条例において、市長の使命、市の責

務、推進体制の充実について規定されています。条例の細かいご説明は割愛いたします。 

 それから、市長室の体制についてですが、まず係として、現在は平和・人権・ダイバー

シティ推進係、まさに我々の係ですけれども、３名の職員が配置されています。前回の審

議会で説明をさせていただいた平和施策、それから人権施策、男女平等参画施策の対応し

ている係になります。また、女性支援担当として２名職員が配置されておりまして、これ

らの体制で各種相談、それから市民向けのイベント事業や啓発等を行っています。 

 それから、市においては男女平等の観点で各役職レベルに応じた会議体を設けておりま

して、部長級の会議体として男女平等推進会議、その下に推進幹事会ということで課長級

の会議体、それから推進連絡会ということで係長級以上の会議体、この３つを男女平等の

分野については設置して定期的に開催しているという状況です。 

 次に、研修についてですが、ソーシャル・インクルージョン研修を実施しています。そ

れから、ＬＧＢＴ研修、まさに今週開催したところでございますけれども、定期的に実施

をしているというものがございます。 

 それから、市民等向け啓発において、他部署と連携し実施というところで、例えば今年

度で申し上げますと、特に夏休み明けに若者の自殺が多くなる傾向があるということを踏

まえて、児童青少年課と連携をして若者の自殺防止のための啓発にポスター等を掲示する

といった取組を行いました。 

 また、多くの皆様にご協力を頂きましたけれども、１２月のくにたち人権月間において

多くの部署と連携のもと実施したところです。 
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 また、条例において、まさにこの審議会の設置が規定されているというところで、あく

までも現在の推進体制ということでご説明をさせていただきます。 

【炭谷会長】 推進体制は大変重要だと思います。これまで議論してきたことが市役所の

中でしっかりと実行される体制を作らなければいけないと思います。いろいろなご意見が

あろうかと思いますけれども、自由にご意見を頂ければありがたいと思います。 

 私のほうからよろしいでしょうか。まず、今回我々は基本方針に対する答申を作るわけ

ですけれども、国立市の人権条例というのは、日本でも大変先進的な多分他の自治体には

ないようなすばらしい内容になっている条例だと認識しておりますけれども、それだけ、

本当にこれが市役所全体に浸透するためには、やはり市役所全体にこの趣旨を理解する、

そのために研修も実施しますけれども、研修だけではなくて、日常の年に１回か２回くら

いは、やはり部長級とか課長級、それぞれのレベルで何か会議を設置して、常に浸透しも

っとやっていくという工夫があってもいいのではないかと思うのですけれども、この辺り

何かご検討されていることはあるのでしょうか。 

【事務局】 先ほどのご説明の中で申し上げましたが、男女平等に関しては市役所内、ま

たは市内においての男女平等の取組等については、こういった階級によってそれぞれ議論

して少し意見交換をしたりですとか、今の状況、どういう政策が今後必要なのかというの

を議論するような場があるのですが、人権という枠組みについては、実際、今この市長室

の私ども担当部局のみしかないという言い方が正しいかどうかですけれども、そういった

全庁的な組織体というものがないというのが、今の国立市の現状です。 

 とはいえ、市長の考えとしては、人権、平和は全ての部署で取り組んでいくことが基本

的な考え方なのだというところですけれども、具体的に、実効性のある会議体というのは

今はないというところが今現在の状況です。 

【炭谷会長】 何かそういう会議体が作られるべきではないかと思います。というのは、

これは勉強をされているかもしれませんけれども、昨年１０月に日本国政府に対して国連

の障害者の権利に関する委員会が日本国政府に対して勧告をしているのです。私はこの勧

告を読んで、まさにインクルージョンを日本政府に対して迫っているものと感じました。 

 つまり、まずこの障害者権利条約についてですけれども、障害者権利条約のインクルー

ジョンという訳が、なぜこんなことになっているのか。私は昔からおかしいと思っていた

のですが、「包容」という言葉を翻訳では使っているのです。これでは寛容を持って入れ

るという意味になってしまうと思うのです。インクルージョンの「社会的包容」という翻

訳は政府の公式翻訳です。これはおかしいと思っていたところ、国連の今回の日本国政府

への勧告は、「この翻訳はおかしい」ということで訂正を勧告しているのです。なるほど

と思いました。そのほかいろいろな、私はやはりインクルーシブ社会に早くなるべきだ

と。まさにこういう国立市の条例で決められていることが、今度は日本国政府で、しょう

がいしゃ問題だけに限ったものではなくて全般だと思うので、やはりこれを市政の中にし

っかりと浸透していくためにも、それぞれのレベルでの取組が定期的にあってもいいので

はないか、あるべきではないかと思うのは、私の一意見ということで取り扱わせてくださ
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い。 

【藤沢委員】 今のご意見に全く賛成ですと言えば一言で済むのですけれども、前にも少

し紹介しましたあっちこっちの都道府県で、同和対策で全てそうやっていたかどうかは知

りませんけれども、東京都の場合は各局長級ですね、ここでいえば部長級になるかと思い

ますけれども。局長を集めて、知事が本部長になって同和対策事業推進本部というものを

作って、それを全庁的にやるという形があります。実際のところ、本部会議が開かれるこ

とはなくて、多分、協議なんかのときに議題に少し上るとか、実際の議論でやるときは、

今度は本部長級を集めてやるとかそういうこともやったらいい。必ずしも全部研究してや

るのだよと。そういうパターンを取ったのですね。それはやっぱり今の体制を見ても、ち

ょっとバラバラ的なところもありますから、こういう人権条例を作ったわけですから、全

体をどうやっていくかということで、決意表明も含めて検討して一本で前進して強固にす

るという大きな改変は絶対に必要だと思っています。それはどういう形が一番適切なの

か、そこまで議論は煮詰まっていませんから、それは残さざるを得ないかもしれません。

そういう全庁的にきちんと整理して、それぞれの具体策は各部署でやらなければいけない

とか当然残るわけです。それらが連携して動くような、そういう形をきちんと考えたほう

がいいと。そのときにやっぱり、今までの体系とどうすり合わせるかというのは実際出て

くると思うのです。ちょっと抽象化される危険性もなくはないし、行政組織の難しさと

か、この場合はわりかし市長の指導性みたいなところで。それと、ぞれぞれの部署がした

こととの調整、いろいろ課題があると思うのですけれども、やっぱりそれらを総合してい

いものを生み出すということは１つ、行政側の事項整備、段取り。これ基本方針をちゃん

とやろうと思ったら、一番基本的なところは１つだと思います。これはやっぱり必要だと

いうことは明記してほしいところです。 

 それともう１つは、この人権条例は同時に市民の権利までうたっているわけですね。行

政がこう取り組んでいるからではなくて、市全体としてという話ですね。条例では第１４

条で市は市民との連携を強化しと書いてあるのです。これをやっぱり何がしか具体的に表

現したり、その場を作ったりというのも当然必要になってくると思うのです。 

 だから、そういう体系の下に研修とかなんかも必要で、研修でも今まで職員課のほうが

やっている研修、一般的な研修もあるだろうし、それとの関係性とかもあるのですけど、

人権推進という体制という機構として表現するとすれば、この中での位置づけを有機的に

どうつなげるかという話が出てきますから、研修をどうやるか。その辺も必要になってく

ると思うのですけれども、その辺はきちっと充実、見直しというよりは充実ですね。抜本

的な評価というか充実ですね。指導をやっていくということを提言したいと思います、こ

れはぜひ。これをやらないとなかなか具体的になっていかない。共倒れになりかねないと

ころもあると思うのでぜひ。難しさもあると思いますけれども。 

【押田委員】 炭谷会長と今藤沢委員のご発言については、基本的に私も全く同意見だと

いうことをまず申し上げたいと思います。 

 その上で、今現在、平和・人権・ダイバーシティ推進係が３人で、今日の審議会にも来
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ている事務局の方たちが進めているわけですけど、そもそもこの条例というのは、全ての

市の施策の一番の根幹になるのだと、ソーシャル・インクルージョンを全体として進める

のだという体制になっている。これは条例できちんとうたっているわけですけれども、そ

のためにはこの間、具体的な人権施策とか平和の施策を担当している３人の体制というの

は、極めて過酷な状況にあるだろうと思っています。 

 私もいろいろな形で係の人たちとは日頃顔を合わす機会も多いのですけれども、実際に

やっぱりこの３人で、本当に全ての人権施策の中心にいて回しているという中では、本当

に人が足りないと、過酷すぎるというのが正直な感想でして、そういう意味でも、今言わ

れたように、全庁的な取組を進めていく、その体制を作っていく。当然そのための事務局

的な立場にいる係の人数も、もっと体制としては強めていく必要があるだろうと、人数を

増やすなりという形で取り組む必要があるだろうということについても、ぜひ実現をして

もらいたいと思っています。 

【三井委員】 炭谷会長がおっしゃったことと同じところがあります。そして、例えば平

和首長会議の多摩地域の連携における事務局を国立市が担うとかいった段階で、この３名

の方たちだけではやっぱりこなせないというか、こなせないという言い方は能力をあれし

て申し訳ないですけど、やっぱりもっときちっと対応できるような体制を作っていかない

と、先ほど炭谷会長がおっしゃった、国連の勧告なんかも、できれば国立市の中でどんど

ん進めていけるような感覚も欲しいと思いますし、こういうところで、本当に１２月の人

権月間なんかでも３名の方に一生懸命頑張っていただきましたけれども、やっぱりもっと

もっと広げていく必要があるのだと。これは、だから市長の一大政策という形で位置づけ

ていただいて、人権何とか室でも構いませんが、やっぱり人員を増強した上できちっと対

応をしていくことが必要なのではないかと思っています。 

【大島委員】 これは推進体制ですから、条例の１４条がすごく大事になるのだろうと思

うのです。結構これ大きなことが書かれています。コントロールする部署が政策経営部市

長室、係なのです。そうすると、係がこれをコントロールすると読むわけです。そうする

と、係は係長しかいないので、係長がコントロールできますかという話になってくるので

すね。そうなると、せめて課長級を置かないとコントロールができないではないかと思う

のです。そうすると、政策経営部はそれでもいいかもしれないのですが、市長室に担当課

長を置くか、あるいは課として独立するかとか、そういうことをそろそろ考えていかない

といけないのではないかなと。今まではそういうものがないときのきっとこれは行政組織

なので、新しく条例ができて、これからいろいろなことをやっていこうということを考え

出すと、係長でそれをやるというのは、組織からいってかなり無理だと思います。 

 ですから、そこにコントロールできる責任ある、予算の編成だって係長がそれをやると

いうのは無理なので、当然課長級が必要になると思います。そうなると、せめてそういう

組織替えをしない限りは駄目だと思うので、これは組織を変えないでこの条例を実行する

ということは、これは無理なことになると思いますので、これはちゃんと言っておいたほ

うがいいと思います。やるかどうかは、これは市の体制にかかっているから、我々として
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は、そういうことが言えるのではないですかというのはちゃんと言ったほうが、私はいい

と思います。だってこれ予算つかないですよね。 

【炭谷会長】 心強いお話でございました。私は、先ほども言いましたけれども、国連の

勧告が大変よい内容になっていて、あれが日本国政府の中でも十分消化し切れていないの

ではないかなと思うのです。それを消化するためには、その最前線に行っているのが国立

市だと思いますので、国立市の全職員がしっかりと理解して、これを推進してほしいと思

っております。そのため相当組織としての充実が求められるのではないかなと思います。 

【藤沢委員】 一言だけつけ加えさせてください。人権博物館を作れという要請が出てい

まして、今、おおむね賛成の方向になっていると思うのです。博物館で人に見てもらう、

教育啓発の施設、そういうことも。ちょっとそこに付け加えてもいいかなと思うのは、や

っぱり市民といいますか、関係者も含めていわゆる人の出入りがあって交流があるとこ

ろ、いわゆるできあいの交流とかいうよりは自由に集まりながら、そこで見る施設もある

し研修もできる。そういう場所があると自発的な関係性が進みやすいかなと思います。 

 ちょっとイメージが違いますけれども、大阪の箕面市に、被差別部落がありまして、そ

こでの取組がかなり注目されていた、もう６年前ですが。恐らく民間と協力で第三セクタ

ーなり作ってやっていたと思いますけれど、かなり積極的にやっていまして、大体それま

での部落の運動の発想でいくと、部落の中に隣保館を作ってという感じなのですけど、そ

こでは、あえて部落の一歩外に出たところ、隣といいますか、つまり一般の住民と両方が

出入りして使う出会いの場みたいなものを意識的に作るのですね。それを、だから公設の

施設というよりはカフェを作った。とにかくみんなが来て一緒にやろうよというような発

想で住民の集いの場を作るというような取組です。ある程度成功していると。全国的にも

注目されているのですけど、いろいろなイベントをやって人を呼び込んでやるというスタ

イルも、啓発とかその辺の運動。それもそれであると思うのですけど、もっと日常的な行

き来の中で、人が出入りしながらやっていこうよと。なかなかあそこだと地域とその周辺

となってしまいますから、国立市で全部そこに来いといったってなかなか、ある意識を持

った人でしかなかなか来ないことになってしまうから、逆に狭くなってしまうこともある

かもしれませんが。やっぱりそういう人が行事に出入りするような場所を作ると。そんな

発想があってもいいのではないかなと思いました。そうすると、でかい施設を作らなけれ

ばいけない話になってしまうから、ちょっと現実性がどうなのだとありますけれども、発

想としてそういう民間の人たちが出会いの場、そして世の中を少しずつでも変えていく、

そういう場所といいますか、だから上から提案するだけではなくて、やはり自主的にやっ

てもらうと。そういう工夫ができないかと。既にしょうがいしゃ会館、しょうがいしゃの

出入りする場所は一定は作られている。作られていないですか。 

【三井委員】 あまり使われていない。 

【藤沢委員】 使われていないのですか。今まで、そういうことも考えてやっているのか

もしれないけれども、どうやったらいいかということはありますけど、そういう若干の取

組事例はありますっていうことです。 
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【大島委員】 藤沢委員の人権博物館のご発言については、重要な発言だと思うのです

が、今日の議題でいくと資料３のところに人権博物館に触れる記述があるので、私も人権

博物館に関してはいろいろ発言もしたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

【炭谷会長】 それでは一度、ここで議題１につきましてはここまでにいたしまして、そ

れでは続きまして、議題２です。事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 これまで皆様に、ご議論、ご意見を頂いたものを資料としてまとめさせてい

ただいていまして、既にこれまでも何度も御覧いただいたものでございますので、全てを

細かくご説明するのは割愛させていただきたいと思います。 

 前回の審議会においてご意見を頂いた点を踏まえ今回修正した点をご説明いたします。 

 まず、「人権・教育啓発の推進」のところです。前回、「また」以下のところについてご

意見を頂いていました。「その際、例えば開設準備担当という部署をつくり職員を配置し

て検討を進めるなど、実効性のある検討を進めること」というご意見を頂いたところで追

記させていただいています。 

 それから、前回からの変更点として、「人権に配慮した環境整備」という資料ですが、

地域社会のバリアフリーという言葉についてご指摘も頂いておりましたので、「道路や公

共施設等」と少し具体的に書かせていただいています、というところが１点目。 

 それから、「全ての人が」という書き出しの部分ですけれども、ここの書きぶりも、若

干何を意図しているのか分かりにくいのではないかというご意見も頂きまして、その後半

の部分ですけれども、「市職員及び市の附属機関委員の登用にあたっては、いわゆる旧来

的な“男性・女性の役割イメージ”にとらわれることのない対応を行うとともに、市内の

事業所等への理解促進に努めること」という書きぶりに変更をさせていただいています。 

 大きな変更としては以上でして、これらも含め、またお気づきの点やご意見などがあり

ましたら頂ければと思っております。 

 この後答申をまとめていただくに当たり、こういった資料を使わせていただいてまとめ

ていくことになりますけれども、この文言がこれでもう固まってしまうというわけではご

ざいませんので、ぜひ、ご意見を頂ければと思っております。 

【三井委員】 先ほど藤沢委員がおっしゃられた人権博物館の話に関してですが、藤沢委

員がおっしゃられた役割ということが、やっぱり人権博物館に十分必要だということと、

それと、この人権博物館の捉え方で、子どもたちがそこに来れば、様々なマイノリティの

展示があったりとか、いろいろな役割がそこで担えるような場所を作っていきたいという

ことで、これはこの審議会の中でも、何か１回人権博物館だけの話をしていきたいという

のがあるのと、その上で、１回だけで済まないから何か形を変えて、作っていくための会

みたいなものが必要になってくるのではないかと思います。また、人権博物館とは別では

ないのですけれども、考え方として同じなのでここで言いますが、人権月間の中でいまだ

に、やっぱり学校での出前授業がなかなか進まない状況に、国立市でもあって、それをや

っぱりどんどん進めて、子どもたちにいろいろな差別を受けた人がいる、当事者が話を自

由にできるような、自由に聞けるような体制を市の中で作っていきたいということも同時
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にやっていきたいと思います。 

 それと、平和都市宣言に関して、市長も大きな役割を日本の中でも担っている中で、国

立市民があまりにも知らない状況があったりするので、そこら辺の平和に対して国立市は

こうやって思っているのだと、都市宣言もあるのだよということを多くの市民に知っても

らって、その上で市外の人たちにも、そういうことをやっている市なのだということを広

く知ってもらうような何かしら発信をしていったほうがいいのではないかなと思います。 

 また、バリアフリー化及びユニバーサル化というのが出ていますが、どうもしっくりし

ないというか、バリアフリー化という、例えば国土交通省なんかでバリアフリー法という

形で表現していまして、市の前市長としょうがいしゃの人たちともめたのも、ユニバーサ

ルデザインとバリアフリーということだったのです。ユニバーサルデザインというと、例

えばしょうがいを持っている人間のトイレの話なんかでいくと、トイレのほうがユニバー

サルデザインみたいなことだと、多目的トイレみたいな形になってしまう。なんとなく違

いがないよみたいな形で一般化させてしまう。 

 だけど現実に、多目的トイレなんてすると、今でもそうですけど、男の人がどんどん入

っていったりとか、車いすの人間が入れない状況が結構出ているのです。 

 そういうところでいうと、やっぱりここではしょうがいを持った立場としては、ユニバ

ーサルデザインと並列するような形では違うと。バリアフリー化ということを、先ほども

ちょっと辞書で調べましたけど、ユニバーサル、宇宙的みたいな、もうちょっと直すと一

般的なとなりますけれども、そういうのではなくて、現実に障壁があって、障壁を何とか

していくというところの部分は、まだまだユニバーサルにつながっていかない。 

 例えばさきほど前市長の話をしましたが、国立市の条例「誰もがあたりまえに暮らすま

ちにするための『しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言』の条例」という長い名

前なのです。これ、ユニバーサルかバリアフリーかでもめた上での妥協の条例の名前なの

です。だから、誰もがというのが、こちらの感覚としてはしょうがいを持った人間が、そ

れなりにバリアフリーの世界でなんとかなっていけば、ほかの人たちも全部自由になって

いくという感覚があるのですけれども、そうではなくて、ユニバーサルデザインみたいな

ことが出てくるのが、やっぱり先ほどのトイレのお話をさせていただいたように、見えな

くさせてしまう、違いみたいなものを見えなくさせてしまう言葉として１つあると思うの

で、できればユニバーサルデザイン化なり、ユニバーサル化というのは削除していただき

たいなと思っています。 

 あと、平和施策のところ、一番最初のロシアがウクライナに軍事侵攻したことでという

ような枕言葉が、何となく取ってつけたような話で、もともと国立市では平和の伝承とい

うことはすごくやっていて、私たちの仲間なんかも、若い人たちの「伝承者」の話を聞い

たり、現実に、今まだ存命されている方の話を聞いたりしているのですけれども、それ

に、このロシアがウクライナにというのが入ってくるのは、ちょっと違和感があります。 

 ロシアがウクライナにといったときに、ロシア側に立つ人とウクライナ側に立つ人みた

いな話がやっぱり出てきたりするような部分があると思うので、この枕言葉は逆に削除し
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ていただいたほうが、今までの国立市の日常の平和への思いを次世代につなぐ活動のよさ

を際立たせるような形になるだろうと思うので、お願いしたいと思います。 

【押田委員】 まず人権博物館の問題ですが、ここについては、この間の１２月に人権月

間で、さんざんその辺でのいろいろな取組があり、最後の意見集約でも、炭谷会長や、そ

れから国立ハンセン病資料館の内田館長なんかも最後に来られて、その一番の意見集約

が、やっぱり国立市らしい人権博物館という形できちんとみんなに発信をしたり、あるい

は、いろいろな形で体験が伝えられたり勉強できたりする、そういう場が欲しいというこ

とが具体的に、人権月間の中の集約として確認されたと思います。 

 しかも、１年前の人権月間の集約のときにも、一応そのことの必要性はちゃんと言われ

てはいたのだけれども、残念ながら１年の間には具体的な進展は特になかったという中

で、今度こそ次の１年というのは、ちゃんと人権博物館の実現を目指した具体的な進展が

必要なのだと、それを必ず勝ち取ろうということが、皆さんの強い意思として確認された

なと思っています。 

 そういう意味で、一応資料にも「人権博物館の整備に努めること」という文言は入って

いるので、そのことについては抜けてはいないですけれども、やっぱり整備に努めるとい

う意味合いとして、今度こそちゃんと具体的な進展が欲しいという意味で実践を始めたい

と、そういう意向でのより文章的にもちょっと強める必要があるのかなと思っています。 

 そのときにいろいろ出ていたのが、単にお金をかけて大きな建物をして展示物をずっと

並べてという、それもできればいいけれども、そこだけにこだわるのではなくて、先ほど

も何人かの方から意見が出ていたように、いろいろな人たちがそこに集って、そこでやっ

ぱり人権の問題をちゃんと話し合えるような場、それから、そこでいろいろな学びができ

る場、そういうものがやっぱり必要なのだろうなということで、具体的に意見が出ていた

中で、例えば、川崎のふれあい館ですか、在日の方たちの集っている場所なんかも意見と

して出ていましたし、あるいはまた、国立ハンセン病資料館なんかのことについても意見

が出されていました。 

 それからウトロの平和祈念館だとか、三重県の人権博物館の問題とか様々、市長も含め

てあっちこっち見に行った中での具体的な意見というものも既に出されているので、そう

したことを具体化するようなことを、ぜひ今回の基本方針の中にも一定のものはきちんと

盛り込んでいく必要があるだろうと思います。それがまず１点です。 

 それから、２つ目にインクルーシブ教育のことが資料に載っています。これは先ほど炭

谷会長も言われているように、日本の進め方というのが、どうも解釈も含めておかしいの

ではないですかというのが、かなり国際的な人権を巡る問題での、日本への様々な質問と

か提言になっていると思うのですが、国立でもフルインクルーシブ教育というのを教育大

綱ではきちんとうたっています。 

 だけれども、それに続いて、どうも１つ問題になっているのが、その後の四角の中にあ

るように、「併せて、児童・生徒が持つ能力を最大限発揮できるよう個別支援のための環

境整備を進める」という文言がある中で、実は、先日の人権月間のフルインクルーシブ教



 

9 

育を巡るシンポジウムもあったのですけれども、そのときにも、市の教育委員会なんかが

言っているのは、この辺を取って個別支援教室という形で子どもたちを細かく分けていく

という、そういうことが実際にはもう行われています。 

 これはやっぱりフルインクルーシブ教育ということは、実は違う話ではないのかという

ことで、この辺は大きく議論があるところで、この辺が今、市の教育問題では、先ほど三

井委員から出されたように、出前授業というのが、当事者がちゃんと学校に出向いて子ど

もたちに直接お話をして、子どもたちにいろいろな形で理解を深めてもらうという、それ

がなかなか進んでいないと。実際に、本当にまだまだ遅々としての状況にいまだにあると

いう意味も含めると、この辺の教育の問題というのはやはり大きな問題としてあるのでは

ないかなと思います。そこら辺についても、この四角の中がこのままで、それで全て国立

市が一番フルインクルーシブを進めようとしているのかどうかというと少し疑問が実際に

はあるものですから、そこら辺も含めて意見を申し上げたいと思います。 

【大島委員】 資料をずっと見てきて、それから今まで審議会をいろいろやってきて、私

自身もいろいろほかのところで人権のことをやっていて、ちょっと今までで一番抜けてい

たなというのは、炭谷会長がおっしゃられたように、国際的な視点というのが、ここは国

立市だからということではあるのですが、やっぱり必要なのではないのかなと、国際的な

視点での人権とは何かという、これ大分我々が考えていた人権というのと、世界が考える

人権というのはちょっと違うのかもしれないとつくづく思うのですがありまして、正しい

かどうか僕もまだ結論は出ていないのですが。 

 そうなると、例えば人権博物館、これ文字面どおり読んでいくと「人権・平和のまちづ

くりのためには、人権侵害に苦しむ方の苦しみや差別の歴史等を世代を越えて語り継ぐこ

とが重要である」つまり、これが人権博物館の重要なものだと読めるのです。そうなので

しょうけれども、その前にやっぱりどこか国際的な視点での、一体人権とは何なのだろう

かということがあって、その視点からもこういうことに苦しむ人がというのだったら分か

るのですけど、そこがどこにも書いていなくて、細かいことは書いてあるのです。だか

ら、大きいことの中にそれをちょっと入れておかないと、ちょっと違うものになるのでは

ないのかなということを考えることがあるので、私の意見としては、例えば２番のところ

の、語り継ぐためには人権侵害に苦しむ方の前に、国際的な視点で人権とは何かとか、そ

ういう一文言を入れておいたほうがよろしいのではないかなと思って発言しました。 

【炭谷会長】 ありがとうございます。大変によいご意見が出たと思います。事務局で一

度整理していただいて、どのようにこれを取り入れていくか検討していきたいと思いま

す。また、この検討結果については次回以降に委員の方々にお示しをして、ご意見を頂け

ればと思っております。 

 それでは、ここで１０分間休憩をしたいと思います。５時半再開とします。 

（休憩） 

【炭谷会長】 審議会を再開します。 

【韓委員】 先ほどの環境整備のところで、三井委員からもユニバーサルデザインではな
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くてバリアフリーだというご意見も出ていたりしてずっと考えていたのですが、やはりこ

のまとめ方が何となくしっくりこないところがあって。日常的な道路や公共施設のこと

は、やっぱりそこで一番、現実問題として困っているのは、おそらくしょうがいしゃとい

うのは間違いなくて、もちろん高齢者だとか性別とかベビーカーだったりというのもあり

ますけれども、人種で道路が困るのかといったら困らないし、もうちょっと丁寧にしたほ

うがいいのではないか。物理的な環境の話なので、属性によって結構ニーズが異なると思

うのです。 

 あと、日常的なことと災害時というのは大きく違うので、災害時になるとふだんはニー

ズがない人にもニーズが生じたりするし、ここは若干丁寧に書いたほうがいいのではない

かというのが。それが先ほどの三井委員のご指摘も含めてニーズの強弱だったり、日常と

非常時とかを区分けして考えたほうがいいのではないかという気はちょっとしました。 

 そこは、もしかすると４も含めてで、ここはまた男女のジェンダーの話ですよね。全体

的に、１は、まず働きづらさでしょうがいで、２はコミュニティで、５が、またインクル

ーシブでしょうがいの話で、若干全体的に整理が必要なのではないか。一番整理が必要な

のは、もしかしたらこの資料４の部分ではないかなと思いました。 

 意見のところもそうなのですけれども、もしかしたら、この議論をしたときに、私がそ

の日欠席したのかもしれませんが、やっぱり単に言語表現について読みにくいとか困難と

いう意味での配慮もあると同時に、環境ということなので、公共の場における、例えば差

別落書きのこととかもあったりしましたし、疎外感を抱く、ある種マジョリティだったら

感じない何らかの、例えば役所とかだったら文章とかで意図していなくても何か疎外感を

感じることがあったりとかあるのです。読めないという意味ではなくて。私たちは対象で

はないのだなと思わせる文面になっていることか結構あったりして、そういった部分でも

人権の配慮だったり、差別的な文面とかだと言わずもがなかもしれませんが、実際に差別

落書き問題はあったりもしたので、ここでも共有したりしたので、人権に配慮した環境整

備という中に、ちょっとそういったこともあるといいのではないかというか、特に市が目

指している条例に鑑みると、その辺はあったほうがいいかなとちょっと思いました。 

【炭谷会長】 それでは、次の議題について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 答申に向けた今後のスケジュールについて、いま一度皆様と確認させていた

だきたいということで資料を作らせていただいています。 

 まず、皆様の任期ですけれども、令和３年７月１日に委嘱させていただいて、今年６月

３０日までが任期となっています。次に、審議の経過状況ですけれども、四角囲みのとこ

ろ、諮問書の一部抜粋をしておりますが、（６）は「その他」ということでありますけれ

ども、（２）から（５）について、これまで皆様にご議論を頂いておりまして、残りは基

本理念の部分が残っている状況です。 

 これを踏まえての今後の予定ですけれども、次回に基本理念についての資料を事務局に

てご用意して、ご議論いただきたいと考えています。 

 また、これまではこの３月中に答申をというお話をさせていただいてきてございました
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けれども、現状を鑑みまして、任期である６月末までを目途に答申をまとめていくと、そ

こまで答申案の議論を今後も引き続きやっていくということを想定してございまして、こ

のスケジュール案をまず炭谷会長に相談いたしまして、本日資料として用意させていただ

きました。 

 また、答申を頂いた後ですが、答申を踏まえて市において基本方針を、これはパブリッ

クコメントを実施するという手順も踏みますけれども、検討し策定をするということは、

令和５年度中のことを想定しています。 

【三井委員】 やっぱりここまでやってきたのであるから、６月までしっかりと作ってい

きたいと思います。 

【炭谷会長】 このような審議会を２０回以上、本当に熱心にご議論いただいている審議

会というのは、多分、私にとっても初めての体験でして、多分他の自治体では無いのでは

ないかと思います。それだけ本当に自主的なご議論でご参加していただいて、熱心にご議

論いただいて大変よかったと。ぜひ６月には立派なもので市長に答申を提出したいと思い

ますので、ご協力のほどお願いいたします。 

 ほかにご意見なければ、「その他」として、事務局より本審議会に意見照会があるとの

ことですので、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】 急遽、審議会におきまして皆様のご意見を賜りたいということで、ご説明を

させていただく時間をいただきました。少し丁寧にご説明を差し上げたいと思います。 

 まず、１枚目の資料ですけれども、こちらは「市報くにたち」を抜粋してコピーしてい

るものです。縦に見ていただきまして左側が「市報くにたち１２月５日号」いわゆる先月

出た１２月５日号、右側が１２月２０日号の記事です。 

 まず全体の概要ですけれども、１２月５日号の市報のほうを見ていただきますと、これ

は多摩マッチングプロジェクトという事業を、現在、国立市、そして近隣の府中市、稲城

市、狛江市の４市で取り組んでいる事業がございます。 

 こちらの募集案内というものがこの記事になるのですが、この中で、記事の中段から少

し下のほう、左側の四角い「定」という、定員の定というところですけれども、男女各１

５名とあります。その中で、括弧書きで男性は２８歳から４９歳、そして、女性は２３歳

から４４歳という表記がございます。いわゆる性別によって募集年齢が違うということが

ここで示されております。 

 今回、この市報記事を出した後に、市民の方から、性別によって年齢の差を設けるとい

うことがおかしいのではないかというご意見がございました。それを受けまして、今回こ

の担当課は同じく政策経営部政策経営課という部署になりますが、その部署が検討し、１

２月２０日号の市報では「お詫びと訂正」という記事を出した上で、募集をする年齢を男

女ともに２３歳から４９歳としましたということで訂正記事をださせていただいておりま

す。それが分かる資料が資１枚目です。 

続きまして、２枚目の資料を御覧ください。上段の中央に「苦情等申出書」と書かれて

おります。こちらは、私ども同じく市長室のほうで所管しております、男女平等参画の条
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例、国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例におきまして、苦情申出の

条文がここではルールとしてございます。 

 ここに基づいて、苦情申出を頂いている申出書になります。こちらでは、中段です。申

出者の名前が書いておりますけれども、その下に、女性と男性の条例第１９条第１項の規

定によっての苦情の申出と書かれております。その下に、少し細かく書いておりますが、

上から２つ目に「申出の内容」は「別紙の申入れ書の通り」と書いておりますので、次の

３枚目を皆様、御覧ください。 

 こちらがその別紙に当たるものですが、こちらに出していただいている方々は右側に、

国立市議会議員と書いております。全部で１０名の方の議員のお名前がここに書かれてお

りまして、左側には、国立市長永見理夫宛てに出されているものです。 

 こちら下段に書いているものを、今、ゆっくりと読み上げさせていただきます。まずタ

イトルですが「市報１２月５日号に掲載された『多摩マッチングプロジェクト』について

市の対応を求める申入れ書」となっております。 

 市報２０２３（令和４）年１２月５日号に「多摩マッチングプロジェクト」の概要と参

加者募集の記事が掲載された。参加者の条件には「男性２８歳～４９歳、女性２３歳～４

４歳」とあり、性別によって年齢差をつけている。これは合理的な理由がなく性別によっ

て不利益をもたらす行為であり「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条

例」第８条（禁止事項）に、及び「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづく

り基本条例」第２条（基本原則）、第３条（不当な差別及び暴力の禁止）に反すると思わ

れる。日本国憲法で定めた幸福追求の権利に年齢の制限はなく、今回の問題は性別に年齢

差をつけただけでなく、そこに上限を設けたこと、また女性の出産可能年齢を条件とした

ことでこの事業が少子化対策と捉えられることは問題であり、「出会いの場の創出」と謳

えば充分なところを「婚活」とし、多様な性のあり方に考えが行き届いておらず看過でき

ない。 

 市は１２月５日に市民からの電話を受け初めて年齢を同じにすることを決め事業者のＨ

Ｐを修正、１２月７日の本会議内、これは市議会です。本会議内で職員が訂正と謝罪をし

たが、記事を目にした人々の心中は察するに深刻である。まさに１２月１日～２８日の人

権月間開催の真最中であり、１１月には自治体で全国初となるＰＲＩＤＥ指標２０２２の

ゴールドとレインボー認定を受賞したばかりのことだった。市には先に挙げた条例の他、

平和・人権・ダイバーシティ推進係がありながら、このようなことが起きたことは大変重

大である。 

 よって、国立市長にこのことを重く受け止めることを要望し、次のことを申し入れる。 

（１）性別に年齢差及び条件をつけたことと、多様な性のあり方とこの事業にどう整合

性を持ったのかについて、各条例に照らし合わせて検証し、原因究明と再発防止に努める

こと。 

（２）この申入れ書を「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」の

第１９条に定める苦情申し出として取り扱うこと。また、人権・平和のまちづくり審議会
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にも意見を聞くこと。 

（３）これらについて市民及び市議会に結果を報告すること。 

以上となります。 

 今皆様ご覧いただきましたとおり、今回、この申入書自体は、女性と男性の条例の正式

な苦情申出書という形で、今週の火曜日、既に終わっておりますが、女性と男性の条例に

基づく審議会におきまして、市長から諮問という形で、今回の件についての審議をお願い

しているところです。よって、この後、もう１つの男女平等推進市民委員会のほうで、正

式に審議または答申を頂き、担当部署のほうが改めてその結果を総括し、申立人の方にお

返しするというのが現状の流れで進めておりますが、併せて、この審議会の中でも、皆様

のご意見をぜひ頂きたいというのが、申出人の方の要望としてございますことから、今

回、この場において皆様にこの案件をご相談させていただいたという次第です。 

 本日、情報として皆様にお示しできるものは以上のところになりますので、ご意見を頂

ければと思っております。 

【炭谷会長】 事前に事務局から、審議会でこれについてご意見を聞くことについてどう

かということで私にご相談がありました。 

 私は、やはりこれも今回、我々の審議会にとっても重要な関心事項だと思いまして、ぜ

ひ、皆様方のこれについてのご意見を頂ければと思っております。基本的には、今ご説明

があったとおり、既に、今週市長のほうから男女平等を扱う委員会のほうで、具体的に、

詳細に検討され、審議されると聞いておりますけれども、我々のほうでも、このような意

見が出たということは、意見として出しておいたほうがいいのではないかと思って、今

日、ご意見を伺うことにしたわけでございます。ご自由にご意見を出していただければと

思います。 

【神田委員】 まず、問題になっている年齢は確かにおっしゃるとおりで、同じレンジに

しておけば問題は生じなかったのだろうなと思いました。 

 内容について、今ホームページで少し確認したところ、男女１５対１５の婚活パーティ

ーですと書かれておりますので、もともとは男と女の出会いということが想定されている

イベントだと見られるのですけれども、この審議会の性的マイノリティにも配慮したとい

うところの視点で考えると、そうすると、男性が男性と会いたいとか、女性が女性と会い

たいというところは最初から入っていないと、対象に入っていないということになります

ので、そうすると、こういう男１５対女１５の婚活パーティーですとうたうこと自体が、

性的マイノリティに配慮していないということになるとも思えるのですが、そうすると、

男１５、女１５でなくて、どちらでもいいです、先着順で３０名ですとしたときに、男性

が３０人来てしまったらどうなるのかと、このイベントはどういう感じになってしまうの

かというところもあるので、そうすると、逆にまた目的が達成できない、イベントの目的

が達成できなくて困るのではないかということもあるのですね。なかなか難しいというの

が今のところ感想です。 

【古川委員】 前提のところを確認したいのですが、主催は多摩マッチングプロジェクト
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実行委員会になっているのですけれども、これは市のイベントということなのですか。 

【事務局】 ここはこういった実行委員会ではなく、その後の括弧書きには国立市、府中

市と自治体名が書いておりますことから、これは市の事業としてという認識でよろしいか

と思います。 

【古川委員】 市のイベントということで、市でも会費以外に実行するために予算をつけ

ているのですか。 

【事務局】 予算の詳細なところは、私どものほうでは分かりませんが、基本的には何ら

かの予算というものが、これは国立市なのか４市合同という形で持っているのかというの

はあろうかと思いますけれども、何らかの予算を持った上での事業実施だとは考えます。 

【藤沢委員】 同じことを聞きたかったです。主催はどこなのか。もう少し具体的なとこ

ろ、この文面は、例えばどの辺で準備されたのでしょうか、部局でいうと。言ってみる

と、この会の性格とか、そこでの関心・内容とか、そこでの常識といいますか、そういう

ものが全部ここに出てきているかなという感じで、端的に言ってしまうとそういう感じな

のですけれども。この辺の担当者が、これを作成して、了解して、作ったと。４市共同で

はあるけれども、例えば本年度が国立市が主催するみたいな感じですか。そういう周り事

みたいにしてやっているのですか。 

【事務局】 事業の詳細については、なかなか細かくお答えができなくて大変申し訳あり

ませんが、男女平等推進市民委員会が今週の火曜日に終わったところですが、その場でも

委員の皆様から、事務局は私どもなのです、体制としては。そちらでも、やはりこの後も

含めてですけれども、やっぱり幾つかのご質問、ご意見が出ておりまして、今そういった

ものは、今後、担当課のほうが、そのご質問に対してお答えを用意してというのが来月上

旬に予定しております。 

 それで、今日この場で、私ども市長室のほうで概要的にお答えできるものがありました

ら、この後、お答えさせていただきます。お答えできないものについては、男女平等の委

員会中でも、例えば同様の質問が出ていれば、その中での回答という形で、また次回のこ

の審議会の中でも皆様にお伝えしたいと思っておりますし、男女平等のほうでないご意見

が皆様から頂きましたものについては、私どもを経由して、担当課のほうからそこの質問

に回答というものを用意するような形で準備させていただけたらと思います。 

【藤沢委員】 あまりそういう細かいことではなくて、ここで議論するとしたら、やっぱ

りこういうことが何で出てくるのかということですね。この老害化みたいな乱暴な言い方

ですけど、要はそういう土壌が今でもあると思います。だから、この審議会も必要なわけ

です。そうすると、やっぱりこれは何で出てきたの、これはどういうことということをも

う１回中でちゃんと考えていくことが必要なのだと思います。中止するのは当たり前だと

思います。そこのところをどう考えるかとやっていかないと、ここで議論をする意味は全

然ないのではないかと。撤回するとかしないとかということだけではなくて、やっぱり何

で出てきてしまったのだと、そこのところをもう少しやっていこうと、それこそ催し物の

性格そのものを含めてどう考えてというところも実は出てくるかと思うのです。婚活とい
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うのは、やっぱり子どもを生むためのという、こういう発想がどっかにあるとすればです

よ。あるのではないかと思っているのですけれども。あるとすると、それは一体何なのだ

と。そうすると、この場の審議会はそもそもどうなのとさっき言われたところも出てきそ

うな気がします。 

【三井委員】 まずこの意識、昔の男尊女卑の感覚がすごくあること。なので、何でこれ

を出す前に気がつかなかったのかということが大いに疑問です。それと同時に、私たち、

ほかでも話しているのですが、市民アンケートの中で、しょうがいを持っている人でも地

域の中で暮らしてもいいというアンケートの内容があって、それを例えばほかの人たちも

聞かれたときに、それは差別じゃないかという話を今しているのですが、それに関して

も、話せば担当課の人たちも、冷静に考えればそうだと言うのだけれども、出す前には気

づかない。 

 今の問題も、今ここで掘り下げていけば当然差別だとか、これを出すべきではなかった

ということは分かっても、でも出す段階では気づかないという国立のその部分の仕組みと

いうか、やっぱり考え直すべきところがたくさんあるなと、ほかのところでも話していま

すが、これに対しても思います。 

【韓委員】 基本的にはこの要望を、皆さんどうしてこうなったかということをきちんと

調べた上で、イベントそのものも含めて、なぜこうなったかという経緯を明らかにすべき

だなというのと、この「お詫びと訂正」なのですけど、やっぱり不快な思いをさせたこと

に対しという、よくある構文なのですけれども、やっぱりあまりいい感じはしなくて、認

識不足でしたとかのほうが、普通に潔いのではないかという気がいたします。 

 別にこんなお詫びは要らなくて、認識不足だったのできちんと認識を改めていきたいと

思いますとかにした方が、条例とかの精神にも、市が出すお詫びと訂正なので、ふさわし

いのではないかなと。民間事業者のような訂正を出す必要はないのではと思いました。 

【大島委員】 これは幾つか問題点があって、まず、この年齢制限を設けた根拠がはっき

りしないのに、このことに気がつかなかった。気がつかないことが、市報にも載った。 

 次に、国立市と府中市と稲城市と狛江市の人は誰も気がつかなかったと。つまり、こう

いうことが人権の立場からどうかということに気がつかなかったということが非常に問題

だと、そういうことなのだろうと思うのです。 

 ですから、どうしてこれが載る前に、誰かが気がつくことはなかったのと、それがスル

ーしたと、そこが一番の問題点なのではないでしょうか、と思います。 

【押田委員】 今の大島委員の話に続くのですけれども、国立市では今そういう取組が遅

まきながら始まっているということなのですが、府中、稲城、狛江なんかは今、実際にど

ういう動きになっているのかという何か情報は入っていますでしょうか。 

【事務局】 この主催のホームページによりますと、多分ほかの自治体は、今年度の早い

段階で同様の事業が実施されているという報告がホームページには上がっておりますの

で、恐らくはこの４市の持ち回りでイベントを開催していると。 

 今回は、これが国立市としての開催の募集案内だと。なので、どこどこの市のほうは既
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に終わっていますというのがホームページ上には出ておりましたので、そういう形で運営

されているのだと考えます。 

【韓委員】 ほかの市ではこういうクレームとかなかったのか。年齢にずれがあるままほ

かの市ではやったということですね。 

【事務局】 ここはまた改めて担当課のほうでと思いますが、ほかの市でやったときに

は、年齢制限は合わせていたというようにも聞いております。ここはまた改めて正確な内

容のほうを皆様にお返ししたいと思います。 

【炭谷会長】 言われているのは大変重要なところですね。何かほかの市が誰も問題に気

付かずやっていたということで、やっぱり深刻な感じがします。現在のような、こういう

人権意識というのが広がっていない、浸透していないということだと思います。 

【神田委員】 ホームページの資料を配っておいていただいたほうが、いろいろと情報が

あって分かりやすかったかなと思います。狛江市が１１月に実施している分については、

年齢が２０から４９で両方ともそろっています。 

 私が少し気になったのが、運営委託が一般社団法人日本仲人の会となっていて、各４市

がその一般社団法人に委託している形になっているわけですけれども、多分この企画をし

たのもこの一般社団法人なのではないかなと思ったのですが、内容のコントロールなどは

どんな感じになっていたのでしょうか。 

【事務局】 こちらについてもまた担当課で回答を用意させていただきたいと思います。 

【炭谷会長】 大体論点が出たのではないかと思います。市長室が直接担当されているわ

けではないのですね。事実関係がなかなか。また把握をしていただいて、次回にでも出し

ていただければと思います。 

 それでは本件はこの程度にしたいと思います。本日予定した案件は終了いたしました。 

【押田委員】少しよろしいでしょうか。くにたち人権月間２０２２が１２月初めから１か

月間行われたということで、これについては、この審議会の中でもその紹介とか、ぜひ審

議会の委員さんも参加してほしいという呼びかけもされたと思っています。 

 それで、しかも人権月間の実行委員会の委員長がこの審議会の炭谷会長で、こういう審

議会の具体的な議論の推進に当たっては、こういう形での国立市の人権月間のいろいろな

当事者が中心になって企画して、実際には２６のイベントが行われて、本当に様々な人権

課題というのが具体的に議論され、提示もされ、そして、そこから先ほど言ったように、

人権博物館なんかも具体的に目指していこうということも確認されてきたと、そういう非

常に意義のある人権月間が行われたわけですが、私のほうとして、あえてちょっと言わせ

ていただければ、必ずしも審議会の委員さんも参加が十分しきれていなかったのかなと。

それぞれお忙しいところもいっぱいあるし、様々物理的な条件があるので一概に言えるわ

けではありませんけれども、ぜひ審議会の委員の皆さんにも積極的な参加をしていただけ

ると、もっとよりよいものがさらにできたのかなという思いで、ちょっと一言そのことに

ついては言わせていただきたいと思っております。 

【炭谷会長】 ありがとうございます。一応、事務局からも、先日行われたくにたち人権



 

17 

月間２０２２について報告があるということで予定しておりましたけれども、付け加える

ことがありましたらお願いします。 

【事務局】 口頭で申し訳ありません。１２月の１か月間、一部１月のものがございます

が、１か月で２５の企画を実施したところです。 

 １２月４日日曜日、芸小ホール、オープニング、幕開けというところで、西東京朝鮮第

一初中級学校、あと、市内のダンスグループのＬＯＣＫ☆ＳＨＯＷ、かたつむりキッズの

皆さんの舞踊、ダンスによって幕開けが始まり、講演会、映画会などを１か月間通して実

施したところでございます。 

 １２月２４日、クロージングということで、審議会会長でもございます炭谷会長と、国

立ハンセン病資料館の内田館長、永見市長、三井委員、呂委員にパネリストになっていた

だき、押田委員が全体の司会ということで、差別や人権侵害に苦しんできた方々の思いな

どを次世代に残す、伝えるというところでディスカッションを行っていただき、その中で

人権博物館のことについても議論がなされたところです。 

 １か月通してトータルで延べ約１，７００人の参加がございました。 

 今後ですが、実行委員会、あとは関わっていただいた団体さんのほうで総括をさせてい

ただきまして、また、まとまった資料ですとか情報などがありましたら、こちらの審議会

でも共有させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【炭谷会長】 市民の方が、小さいお子様から高齢者まで、たくさんの方が参加されて、

まさにダイバーシティに富んだインクルーシブな人権月間だったのだなと思います。 

 それと、市長が常に参加され、そして積極的にご自身の言葉で発言をされていた。これ

は大変立派だなと私は思っておりました。 

 それでは、次回の審議会についての連絡をお願いします。 

【事務局】 次回は２月９日木曜、１６時３０分から、場所は市役所２階委員会室です。 

【炭谷会長】 本日の審議会は以上をもって閉会したいと思います。審議の進行にご協力

いただきまして、誠にありがとうございました。 

―― 了 ―― 


